
平成２６年中に課税対象となる年金（老齢基
礎年金、老齢厚生年金等）を受給された方々に、
１月中旬から下旬にかけて、「平成２６年分 公
的年金等の源泉徴収票」が送付される予定です。
この書類は、確定申告のとき等に必要なもので
す。なお、遺族年金や障害年金は非課税扱いで
すので、源泉徴収票は送付されません。
源泉徴収票に関するお問い合わせ（内容・再

交付等）は、ねんきんダイヤルまたは和歌山西
年金事務所までお願いします。
　　　ねんきんダイヤル（一部電話不可）　

　０５７０－０５－１１６５
　　　和歌山西年金事務所　お客様相談室

　　０７３－４４７－１６６０

次回の出張年金相談は２月４日（水）です。
相談は予約制となっていますので、和歌山西年
金事務所へ予約をしてください。その際、相談
内容をお伝えいただいたうえで、相談に必要な
書類を確認するようにしてください。皆様のご
利用をお待ちしています。

日時　平成２７年２月４日（水）
　　　１０時～１６時（最終受付は１５時）
場所　湯浅町役場第２庁舎２階
　　　多目的ホール
　　　予約電話番号
　　　０７３－４４７－１６６０
　　　（和歌山西年金事務所 お客様相談室）

年金は、世代と世代の助け合いの仕組みです。高齢になった時だけではなく、働き手を亡くされたご遺
族の方や、障がいが残るようになった方への年金もあります。保険料はきちんと納めましょう。学生や失
業等の理由により、保険料を納付することが難しい場合には、保険料免除等の手続きができます。
２０歳になったら、会社を退職したら、配偶者の扶養家族から外れたら、国民年金加入の手続きをお忘れなく！
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国　民　年　金

源泉徴収票が送付されます 偶数月の第１水曜日は出張年金相談の日
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